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○独立行政法人福祉医療機構法施行令 

(平成十五年九月三日) 

(政令第三百九十三号) 

改正 平成一五年一二月一二日政令第五一六号 

同 一六年一一月二五日同 第三六六号 

同 一七年 四月 一日同 第一一七号 

同 一七年 四月 一日同 第一一八号 

同 一七年 四月 一日同 第一四三号 

同 一七年 六月二九日同 第二三一号 

同 一八年 一月二五日同 第 一〇号 

同 一八年 三月三一日同 第一五四号 

同 一八年 三月三一日同 第一五五号 

同 一八年 九月二六日同 第三二〇号 

同 一九年 一月一九日同 第  九号 

同 一九年 三月 二日同 第 三九号 

同 一九年 三月三一日同 第一二四号 

同 一九年 四月 一日同 第一三六号 

同 一九年一二月一四日同 第三六九号 

同 二〇年 七月 四日同 第二一九号 

同 二一年 六月一六日同 第一五九号 

同 二一年一二月二四日同 第二九六号 

同 二二年一一月一七日同 第二二六号 

同 二三年 九月二二日同 第二九六号 

同 二四年 二月 三日同 第 二六号 

同 二四年 四月 六日同 第一二二号 

同 二五年 一月一八日同 第  五号 

同 二五年 五月一六日同 第一四六号 

同 二五年一一月二七日同 第三一九号 

同 二六年 三月三一日同 第一一一号 

同 二六年 六月二五日同 第二二五号 

同 二七年 三月一八日同 第 七四号 
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同 二七年 四月一〇日同 第二〇一号 

同 二七年 九月 九日同 第三二〇号 

同 三〇年 三月二二日同 第 五四号 

令和 二年 三月三〇日同 第 八四号 

同  二年一二月二三日同 第三六七号 

同  三年 八月 六日同 第二二九号 

同  三年 九月二七日同 第二七二号 

同  五年 三月三〇日同 第 九五号 

同  六年 三月二九日同 第 九七号 

同  七年 三月二六日同 第 八五号 

同  七年 四月 一日同 第一五二号 

同  七年一〇月 八日同 第三四八号 

同  七年一二月二二日同 第四三二号 

独立行政法人福祉医療機構法施行令をここに公布する。 

独立行政法人福祉医療機構法施行令 

内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第一

号から第三号まで及び第五号並びに第二項、第十六条第六項、第十七条第七項、第三十条並

びに附則第二条第三項、第十二項及び第十三項、第五条並びに第十条の規定に基づき、この

政令を制定する。 

(法第十二条第一項第一号の政令で定める施設) 

第一条 独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号の政令で

定める施設は、次のとおりとする。 

一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に

係る施設 

二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人

ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの 

三 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センタ

ーを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

(平成元年法律第六十四号)第十九条に規定する認定計画(次号において「認定計画」とい

う。)に従って整備されるもの 
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四 イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画

に従って整備されるもの 

イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はそ

の者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生

労働省令で定める便宜を供与する施設 

ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその

者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設 

五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護

支援の事業に係る施設、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業に係

る施設又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事

業に係る施設 

六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設

であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの 

七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項に規定する産後ケア

事業に係る施設 

(平一七政一一七・平一七政一四三・平一八政一五五・平二六政一一一・平二六政

二二五・令三政二七二・令六政九七・令七政四三二・一部改正) 

(貸付けを受けることができる者) 

第二条 法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。 

一 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに

入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適

切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉

サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大

臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人 

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第七号に規定する厚生労働大臣が

定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人 

三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八

年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経

営する学校法人 

四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体

障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人 
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五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百

二十三号)第三十六条第一項の指定障害福祉サービス事業者(同法第五条第二項の居宅

介護、同条第三項の重度訪問介護、同条第七項の生活介護、同条第八項の短期入所、同

条第九項の重度障害者等包括支援、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択

支援、同条第十四項の就労移行支援、同条第十五項の就労継続支援、同条第十六項の就

労定着支援、同条第十七項の自立生活援助又は同条第十八項の共同生活援助のうち、厚

生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除

く。以下この条において同じ。) 

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十八条第一項に

規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置

し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人 

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項の一

般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第二十八項の地域活動支援セン

ター及び同条第二十九項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財

団法人 

八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日

常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動

法人又は労働者協同組合 

九 前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団

法人、労働者協同組合、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者 

十 前条第三号又は第四号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一

般財団法人又は営利を目的とする法人 

十一 老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定

する老人短期入所事業、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第六

項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第七項に規定する複合

型サービス福祉事業を行う法人又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービ

スセンター若しくは同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは

経営する法人 

十二 前条第五号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人 

十三 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者であ
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る法人又は同法第三十九条第一項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人 

十四 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第十項に規

定する小規模保育事業又は同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業を行う法人 

十五 前条第六号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人 

十六 母子保健法第八条の二の規定により市町村から委託を受けて前条第七号に掲げる

施設を設置し、又は経営する法人 

(平一七政二三一・平一八政一〇・平一八政一五四・平一八政三二〇・平一九政九・

平一九政一三六・平一九政三九・平二一政一五九・平二三政二九六・平二四政二六・

平二四政一二二・平二五政五・平二五政一四六・平二五政三一九・平二六政一一一・

平二七政二〇一・平三〇政五四・令二政八四・令五政九五・令六政九七・令七政八

五・令七政一五二・令七政四三二・一部改正) 

(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設) 

第三条 法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。 

一 助産所 

二 歯科技工所 

三 衛生検査所 

四 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行

う場所をいう。次条第九号において同じ。) 

五 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、

救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師

を養成する施設 

六 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能

の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設

であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定

める基準に適合するもの 

七 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、か

つ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの 

(貸付けを受けることができる法人) 

第四条 法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 

一 病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経

営を主たる事業とするもの 
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二 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設

するもの(次号に掲げるものを除く。) 

三 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であ

って、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定

による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第

百六号)第二条第一項、第二条の二若しくは第三条の規定により国から無償若しくは減

額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法

人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令

第五百十六号)附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当す

るものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの 

四 前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、

農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号

において「特定病院等開設者」という。) 

五 薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの 

六 助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合 

七 歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業と

するもの 

八 衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業と

するもの 

九 施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの 

十 前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者 

十一 前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの 

イ 社会福祉法人 

ロ 営利を目的とする法人 

ハ 第四号の厚生労働大臣の定める者 

(平一五政五一六・令五政九五・一部改正) 

(貸付けを受けることができる者) 

第五条 法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。 

一 法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護

事業」という。)を行う社会福祉法人 

二 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの 
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(貸付けの対象となる事業) 

第六条 法第十二条第一項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 

一 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき

その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除

く。) 

二 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、そ

の者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの 

三 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があるこ

とにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)

に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護

に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合する

もの 

(心身障害者扶養共済制度の要件) 

第七条 法第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとす

る。 

一 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養す

る者を加入者とするものであること。 

二 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。 

三 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。 

四 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。 

五 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。 

六 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。 

(機構債券の形式) 

第八条 独立行政法人福祉医療機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きと

する。 

(平二二政二二六・旧第九条繰上) 

(機構債券の発行の方法) 

第九条 機構債券の発行は、募集の方法による。 

(平二二政二二六・旧第十条繰上) 

(機構債券申込証) 

第十条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以
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下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名

又は名称及び住所を記載しなければならない。 

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」と

いう。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募

集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券

の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に

記載しなければならない。 

3 機構債券申込証は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が作成し、これ

に次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 機構債券の名称 

二 機構債券の総額 

三 各機構債券の金額 

四 機構債券の利率 

五 機構債券の償還の方法及び期限 

六 利息の支払の方法及び期限 

七 機構債券の発行の価額 

八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 

九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 

十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 

4 法第十九条の規定により、その債務の担保に供するため機構の貸付債権が信託会社等(同

条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下

「貸付債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項

のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 信託の受託者たる信託会社等の商号 

二 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示 

(平一九政三六九・平二〇政二一九・一部改正、平二二政二二六・旧第十一条繰上・

一部改正、令二政三六七・一部改正) 

(機構債券の引受け) 

第十一条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構

債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受
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ける部分については、適用しない。 

2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機

構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければ

ならない。 

(平二二政二二六・旧第十二条繰上) 

(機構債券の成立の特則) 

第十二条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させ

る旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 

(平二二政二二六・旧第十三条繰上) 

(機構債券の払込み) 

第十三条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその

全額の払込みをさせなければならない。 

(平二二政二二六・旧第十四条繰上) 

(債券の発行) 

第十四条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならな

い。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 

2 各債券には、第十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(貸

付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並び

に番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 

(平一九政三六九・一部改正、平二二政二二六・旧第十五条繰上・一部改正) 

(機構債券原簿) 

第十五条 機構は、主たる事務所に独立行政法人福祉医療機構債券原簿(次項において「機

構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 

2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 機構債券の発行の年月日 

二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) 

三 第十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項(貸付債権担

保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項) 

四 元利金の支払に関する事項 

(平一九政三六九・一部改正、平二二政二二六・旧第十六条繰上・一部改正) 

(利札が欠けている場合) 
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第十六条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当す

る金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限り

でない。 

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これ

に応じなければならない。 

(平二二政二二六・旧第十七条繰上) 

(機構債券の発行の認可) 

第十七条 機構は、法第十七条第一項(法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。)の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機

構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に

提出しなければならない。 

一 機構債券の発行を必要とする理由 

二 第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 

三 機構債券の募集の方法 

四 機構債券の発行に要する費用の概算額 

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 作成しようとする機構債券申込証 

二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 

三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面 

(平一九政三六九・一部改正、平二二政二二六・旧第十八条繰上・一部改正、令三

政二二九・一部改正) 

(内閣総理大臣への権限の委任) 

第十八条 機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の

規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十二条第一項第一号から第三号ま

で、第五号及び第六号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣

に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。 

2 法第二十五条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十四条第

一項の規定による委託(法第二十一条第二項の規定による委託を含む。)の業務に係る損失

の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限

を自ら行うことを妨げない。 



11/20 

(平二七政三二〇・追加、令三政二二九・一部改正) 

(財務局長等への権限の委任) 

第十九条 法第二十六条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長

に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。 

2 前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十五条第一項に規定する受託金融機関の

事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東

財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財

務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 

3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支

局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入

検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事

務所等に対し、立入検査を行うことができる。 

(平二七政三二〇・追加) 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。 

(国が承継する資産の範囲等) 

第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に

協議して定める資産とする。 

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等) 

第三条 法附則第二条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 

一 財務省の職員 一人 

二 厚生労働省の職員 一人 

三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第

一項の設立委員) 一人 

四 学識経験のある者 二人 

2 法附則第二条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるもの

とする。 

3 法附則第二条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉
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基盤課において処理する。 

(平二七政三二〇・一部改正) 

(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等) 

第四条 法附則第二条第一項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)

が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなけれ

ばならない。 

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖

しなければならない。 

(不動産の登記に関する特例) 

第五条 機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合にお

いて、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治三十二年法律

第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一

条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場

合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署

ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ

公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。 

2 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令

で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 

(業務の特例) 

第五条の二 機構は、法附則第五条の二第八項の規定による納付金(以下この条において「元

本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付

金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第五条の二

第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属する

かに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月十日 

二 ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月十日 

三 ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業

年度の四月十日 

四 ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年

度の七月十日 

2 厚生労働大臣は、前項の元本納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞



13/20 

なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

3 元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が

回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日

までに納付しなければならない。 

一 ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月三十一日 

二 ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月三十一日 

三 ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業

年度の四月三十日 

四 ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年

度の七月三十一日 

4 元本納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に

帰属させるものとする。 

5 機構が法附則第五条の二第九項又は第十項の規定により資本金を減少するときは、厚生

労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかった

ものとする。 

6 機構は、法附則第五条の二第十二項の規定により承継債権管理回収勘定(同条第五項に規

定する承継債権管理回収勘定をいう。以下この項及び次項ただし書において同じ。)を廃

止したときは、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大

臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。 

7 機構は、法附則第五条の二第十三項の規定により年金担保債権管理回収勘定(同条第五項

に規定する年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したと

きは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が

財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、

同条第十三項ただし書に規定する資産及び負債は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定

めるところにより承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。 

8 機構は、法附則第五条の二第十五項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定(同条第

五項に規定する労災年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃

止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚

生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるも

のとする。 

9 法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項から
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第三項まで、第二十一条第二項及び第二十五条第一項の政令で定める法人は、債権管理回

収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収

会社とする。 

10 法附則第五条の二第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項に定める業務

及び同条第二項各号に定める業務並びにこれらに附帯する業務を行う場合には、独立行政

法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六

号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条

第一項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

「同条第二項」とあるのは「同法第十六条第二項(同法附則第五条の二第十七項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)」と、「一般会計」とあるのは「一般会計(同法附

則第五条の二第一項及び第二項第一号に定める業務(これらに附帯する業務を含む。)に係

る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第二号に定める業務

(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会

計の労災勘定)」とする。 

(平一六政三六六・追加、平一九政三九・平一九政一二四・平二一政二九六・平二

七政七四・平二七政三二〇・令三政二二九・令七政三四八・一部改正) 

(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止) 

第六条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和五十九年政令第三百四十二号)は、廃止する。 

(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置) 

第七条 事業団が法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九

年法律第七十五号)第三十条第一項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係

る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前

の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」と

いう。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧

事業団法施行令第十五条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、

その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息

の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第二項第一号」とあるのは

「独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第七条の規定による廃止前の社会福祉・医療事

業団法施行令第十条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十六条第二項中「事業団」と

あるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。 

第八条 旧事業団法施行令第十八条(第一項第三号及び第二項の表登記手数料令第七条の項
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に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有す

る。この場合において、旧事業団法施行令第十八条第一項中「事業団」とあり、及び同条

第二項の表登記手数料令第七条の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政

法人福祉医療機構」とする。 

附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五

十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月

一日)から施行する。 

附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一七年四月一日政令第一一七号) 

(施行期日) 

1 この政令は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この政令による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第二号の規定は、独

立行政法人福祉医療機構が平成十七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付

けから適用し、独立行政法人福祉医療機構が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け

については、なお従前の例による。 

附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改

正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 

附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三一号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄 

(施行期日) 
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第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正す

る法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 

―――――――――― 

○障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成一八政令

三二〇)抄 

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置) 

第四十七条 施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前

日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第四

号中「行うものに限る。)」とあるのは「行うものに限る。)又は同法附則第四十八条の規

定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神

障害者社会復帰施設を設置し、若しくは経営する者」と、同条第四号の二中「行うもの」

とあるのは「行うもの又は同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。 

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号) 

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 

―――――――――― 

附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号) 

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成二〇年一二月一日) 

附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄 

(施行期日等) 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 
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附 則 (平成一九年四月一日政令第一三六号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置) 

第三十五条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社

債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療機構債券に係る機構債券原簿につ

いては、独立行政法人福祉医療機構法施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

(平二二政二二六・一部改正) 

附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する

法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成二一年一月五日) 

附 則 (平成二一年六月一六日政令第一五九号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

附 則 (平成二二年一一月一七日政令第二二六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十

七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 

附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号) 

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則 (平成二四年四月六日政令第一二二号) 
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この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号) 

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則 (平成二五年五月一六日政令第一四六号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九号) 抄 

(施行期日) 

1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一一号) 

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則 (平成二六年六月二五日政令第二二五号) 抄 

(施行期日) 

1 この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則 (平成二七年四月一〇日政令第二〇一号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二七年九月九日政令第三二〇号) 抄 

(施行期日) 

1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

(特例元本納付金の納付の手続に関する経過措置) 

2 独立行政法人福祉医療機構は、特例元本納付金を納付しようとするときは、特例元本納

付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成

二十八年一月十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

3 特例元本納付金の納付についての第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療

機構法施行令(次項において「改正後福祉医療機構法施行令」という。)附則第五条の二第

四項、第七項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

附則第五条

の二第四項 

第二項の元本納付金又は前項の積

立金納付金 

独立行政法人に係る改革を推進するため

の厚生労働省関係法律の整備等に関する

法律(平成二十七年法律第十七号)附則第
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七条第二項の規定による納付金(以下「特

例元本納付金」という。) 

附則第五条

の二第七項 

元本納付金及び積立金納付金 特例元本納付金 

附則第五条

の二第八項 

元本納付金又は積立金納付金 特例元本納付金 

法附則第五条の二第八項又は第九

項 

独立行政法人に係る改革を推進するため

の厚生労働省関係法律の整備等に関する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令(平成二十七年

政令第三百二十号)第五条の規定により読

み替えて適用する法附則第五条の二第八

項 

4 改正後福祉医療機構法施行令附則第五条の二第二項及び第五項の規定は、特例元本納付

金については、適用しない。 

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五四号) 

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則 (令和二年三月三〇日政令第八四号) 

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則 (令和二年一二月二三日政令第三六七号) 

この政令は、令和三年一月一日から施行する。 

附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 

附 則 (令和三年九月二七日政令第二七二号) 

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条

第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行す

る。 

附 則 (令和五年三月三〇日政令第九五号) 

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

附 則 (令和六年三月二九日政令第九七号) 

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 
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附 則 (令和七年三月二六日政令第八五号) 

この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、

同法第八十九条の二の二第一項及び第八十九条の二の三の改正規定、同条を同法第八十九条

の二の十とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十九条の二の二の次

に七条を加える改正規定、同法第百九条の次に二条を加える改正規定、同法第百十一条の改

正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十二条の改正規定並びに改正法第

六条の規定並びに改正法附則第六条、第四十一条及び第四十二条の規定を除く。)の施行の

日(令和七年十月一日)から施行する。 

附 則 (令和七年四月一日政令第一五二号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 (令和七年一〇月八日政令第三四八号) 

この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部

を改正する等の法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一

日)から施行する。 

附 則 (令和七年一二月二二日政令第四三二号) 

この政令は、公布の日から施行する。 

 


